
※ ⑴ まず、計画予定地Ａに①公務員宿舎法務省東京拘置所宿舎を建設。
⑵ 次いで、既存宿舎を解体したのち、計画予定地Ｂに②公務員宿舎小菅第２住宅(仮称)(附帯施設含む)を建設。
 なお、計画予定地Ａ及びＢの敷地を区分する方法は要求水準書で示す。

所在：東京都葛飾区小菅1-35-1外

資料１『ＰＦＩ事業計画地』
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